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(57)【要約】
【課題】異なる被検眼より得た断層画像同士や、異なる
ＯＣＴ装置より得た断層画像同士の比較を容易にする。
【解決手段】被検査物の正規化された断層データを取得
する断層データ取得手段と、断層データと比較する比較
対象データを取得する比較データ取得手段と、断層デー
タ及び比較対象データより比較用表示データを生成する
生成手段と、を備えた画像処理装置において、生成手段
は、断層データと比較対象データとを比較する際の比較
項目に応じて、断層データ及び比較対象データの少なく
とも一方より生成する断層画像の表示様式を変更する情
報を、比較用表示データに付与する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検査物の正規化された断層データを取得する断層データ取得手段と、
　前記断層データと比較する比較対象データを取得する比較データ取得手段と、
　前記断層データ及び前記比較対象データより比較用表示データを生成する生成手段と、
を備え、
　前記生成手段は、前記断層データと前記比較対象データとを比較する際の比較項目に応
じて、前記断層データ及び前記比較対象データの少なくとも一方より前記生成手段が生成
する断層画像の表示様式を変更する情報を、前記比較用表示データに付与することを特徴
とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記比較項目は、前記被検査物の特定の部位に関する項目、前記被検査物の曲率半径に
関する項目、前記被検査物の層厚さに関する項目、を含むことを特徴とする請求項１に記
載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記生成手段は、前記断層データ及び前記比較対象データをモデル化して比較用表示デ
ータを生成することを特徴とする請求項１又は２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記断層データ及び前記比較対象データは生成する断層画像に含まれる層の境界を示す
情報を含み、前記生成手段は前記境界を示す情報を用いて前記モデル化した比較用表示デ
ータを生成することを特徴とする請求項３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記生成手段は、前記少なくとも一方より生成する断層画像における表示パラメータの
少なくとも１つを、他方より生成する断層画像において対応する表示パラメータと合わせ
るように、前記表示様式を変更する情報を前記比較用表示データに付与することを特徴と
する請求項１乃至４の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの表示パラメータは、前記被検査物の曲率半径であることを特徴と
する請求項５に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記生成手段は、前記被検査物における任意の層にフィッティングされた曲率半径を示
す表示形態を重ねた画像を生成するように、前記表示様式を変更する情報を前記比較用表
示データに付与することを特徴とする請求項１乃至６の何れか１項に記載の画像処理装置
。
【請求項８】
　前記生成手段は、前記断層データ及び前記比較対象データより各々生成する断層画像を
重ねた画像を生成するように、前記表示様式として表示位置を変更する情報を前記比較用
表示データに付与することを特徴とする請求項１乃至７の何れか１項に記載の画像処理装
置。
【請求項９】
　前記生成手段は、前記断層データ及び前記比較対象データより各々生成する断層画像の
表示画面におけるアスペクト比を変更した画像を生成するように、前記表示様式を変更す
る情報を前記比較用表示データに付与することを特徴とする請求項１乃至８の何れか１項
に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記比較用表示データに付与された情報を用いて、前記生成手段が生成した断層画像を
表示手段に表示させる表示制御手段をさらに備えることを特徴とする請求項１乃至９の何
れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記表示制御手段は、前記比較用表示データに付与された情報に応じて、前記被検査物
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における特定の部位が任意の方向で整列するように、前記生成手段が生成した断層画像を
前記表示手段に表示させることを特徴とする請求項１０に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記表示制御手段は、前記断層データを用いて生成された、前記断層画像における実寸
法を表すスケールバーを、前記生成手段が生成した断層画像に重ねるように前記表示手段
に表示させることを特徴とする請求項１０又は１１に記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　複数の表示形態から前記比較項目に応じた表示様式を選択する選択手段をさらに備える
ことを特徴とする請求項１０乃至１２の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　前記生成手段は、前記断層データを用いて生成した断層画像が前記表示手段における画
像の表示画面をはみ出した領域を含む場合、前記はみ出した領域を削除することを特徴と
する請求項１０乃至１３の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　測定光を用いて前記被検査物を光干渉断層撮影することで得られた断層データを極座標
に配置するとともに、前記得られた断層データのデータ配置のアスペクト比を補正するこ
とで、前記正規化された断層データ及び前記正規化された比較対象データを生成する正規
化手段をさらに備えることを特徴とする請求項１乃至１４の何れか１項に記載の画像処理
装置。
【請求項１６】
　測定光を用いて被検査物を光干渉断層撮影することで得られた断層データを極座標に配
置するとともに、前記得られた断層データのデータ配置のアスペクト比を補正することで
、正規化された断層データを生成する正規化手段と、
　前記正規化された断層データを取得する断層データ取得手段と、
　前記断層データと比較する比較対象データを取得する比較データ取得手段と、
　前記正規化された断層データ及び前記比較対象データより比較用表示データを生成する
生成手段と、
　前記比較用表示データに付与された情報を用いて、前記生成手段が生成した断層画像を
表示手段に表示させる表示制御手段と、を備え、
　前記生成手段は、前記正規化された断層データと前記比較対象データとを比較する際の
比較項目に応じて、前記正規化された断層データ及び前記比較対象データの少なくとも一
方より生成する断層画像の表示様式を変更する前記情報を、前記比較用表示データに付与
することを特徴とする画像処理装置。
【請求項１７】
　被検査物の正規化された断層データを取得することと、
　前記断層データと比較する比較対象データを取得することと、
　前記断層データ及び前記比較対象データより比較用表示データを生成することと、を含
み、
　前記断層データと前記比較対象データとを比較する際の比較項目に応じて、前記断層デ
ータ及び前記比較対象データの少なくとも一方より生成する断層画像の表示様式を変更す
る情報を、前記比較用表示データに付与することを特徴とする画像処理方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の画像処理方法の各工程をコンピュータに実行させることを特徴とす
るプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、眼科撮影装置、画像処理方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　現在、低コヒーレント光による干渉を利用した光干渉断層撮影法（ＯＣＴ：Ｏｐｔｉｃ
ａｌ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）を用いる装置（以下、ＯＣＴ装置）
が実用化されている。このようなＯＣＴ装置では、被検査物に入射する光の波長程度の分
解能で断層画像を取得できるため、例えば眼底を撮影して網膜層内部の状態を高解像度で
３次元的に観察することができる。
【０００３】
　例えば眼底の断層画像を撮影するＯＣＴ装置は、被検眼眼底に照射した測定光の反射散
乱光と、測定光と参照光との光路長差とに基づいて断層画像を生成する。この反射散乱光
は、測定光の光軸方向である眼底の深さ方向の情報を含む。そして、例えば眼底の深さ方
向を縦軸とし、この深さ方向の情報から得た輝度に例示される断層情報を、該縦軸とは垂
直な方向の横軸上で平行に並べることで断層画像を生成する手法が一般的に行われている
。これに対し、実際には測定光は被検眼における測定光の入射点（ピボットポイント）を
中心として眼底上の各位置に照射されており、この断層情報は極座標上に配列している。
そのため、一般的な手法により生成された断層画像は眼底の湾曲を反映した実形状・実寸
法を示していなかった。特許文献１では、このような状況に鑑み、眼底の実形状に近い断
層画像を再現するために断層情報を湾曲補正し、実形状に近いより解剖学的な形状を表す
方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１４８００３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した従来のＯＣＴで撮影された断層画像の比較では、同一機種で撮影された同一被
検眼における比較的短期間の経過観察には有用である。ここで、ＯＣＴ装置により得た断
層画像の表示では、測定光と参照光との光路長差を縦軸とし且つ走査方向の走査範囲を横
軸として断層情報を画像化して表示している。このため、撮影した装置が異なる場合や、
長期間にわたって眼軸長が伸びたような被検眼、或いは眼球直径がもともと異なる他眼同
士では、画像の縦横のスケールが異なるため定量的な比較はできない。また、特許文献１
の技術では、各被検眼に合わせて湾曲を補正して断層画像の表示を行っているが、補正に
より得られた複数の画像の表示様式についても特段の考慮はされていない。
【０００６】
　本発明はこのような状況に鑑みたものであって、異なる被検眼より得た断層画像同士や
、異なるＯＣＴ装置より得た断層画像同士の比較を容易にする画像処理装置、眼科撮影装
置、画像処理方法、及びプログラムの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様に係る画像処理装置は、
　被検査物の正規化された断層データを取得する断層データ取得手段と、
　前記断層データと比較する正規化された比較対象データを取得する比較データ取得手段
と、
　前記断層データ及び前記比較対象データより各々対応する比較用画像データを生成する
生成手段と、を備え、
　前記生成手段は、前記断層データと前記比較対象データとを比較する際の比較項目に応
じて、前記断層データ及び前記比較対象データの少なくとも一方より生成する断層画像の
表示様式を変更する情報を、前記対応する比較用画像データに付与することを特徴とする
。
【発明の効果】
【０００８】
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　本発明によれば、異なる被検眼より得た断層画像同士や、異なるＯＣＴ装置より得た断
層画像同士の比較が容易になる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施例において断層画像の取得に用いたＯＣＴ装置の概略構成を示す模
式図である。
【図２】図１に例示したＯＣＴ装置により取得される断層信号の形状例を示す図である。
【図３】図２に示す断層信号から得られた断層情報の例を示す図である。
【図４】図１に例示したＯＣＴ装置により取得、生成される断層画像の例を示す図である
。
【図５】ＯＣＴ装置において眼底に照射された測定光の配置を示す光線図である。
【図６】本発明の実施例における湾曲補正される前後における断層画像を例示してこれら
を比較する図である。
【図７】本発明の実施例における断層画像の比較の例を示す説明図である。
【図８】本発明の実施例における断層画像の表示例１を示す図である。
【図９】表示例１の変形例を示す図である。
【図１０】本発明の実施例における断層画像の表示例２を示す図である。
【図１１】比較画像の表示処理を説明するフローチャートである。
【図１２】本発明の実施例における断層画像の表示例３を示す図である。
【図１３】本発明の実施例における断層画像の表示例４を示す図である。
【図１４】本発明の実施例における断層画像の表示例５を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を実施するための例示的な形態について添付図面を参照して詳細に説明す
る。ただし、以下の実施例で説明される寸法、材料、形状、及び構成要素の相対的な位置
等は任意であり、本発明が適用される装置の構成又は様々な条件に応じて変更できる。ま
た、図面において、同一であるか又は機能的に類似している要素を示すために図面間で同
じ参照符号を用いる。本発明では、眼球形状が異なる被検眼の断層画像同士や、異なるＯ
ＣＴ装置で撮影された断層画像同士の比較を容易とする。このために、各々の断層データ
から直接断層画像を生成するのではなく、正規化された断層データを用い、検者がこれら
を用いて任意の断層画像と比較対象となる断層画像との比較を容易とする表示様式に則っ
た画像データを生成する。
【００１１】
＜断層画像を撮影したＯＣＴ装置の概略構成＞
　図１を参照して、本実施例において断層画像の撮影に用いられるＯＣＴ装置（眼科撮影
装置）及び該ＯＣＴ装置で実行される画像処理方法の一例の各工程について説明する。な
お、ＯＣＴ装置は、ＴＤ－ＯＣＴ（Ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ　ＯＣＴ）と、ＦＤ－ＯＣＴ
（Ｆｏｕｒｉｅｒ　ｄｏｍｅｉｎ　ＯＣＴ）の２種に大別される。広帯域な光源とマイケ
ルソン干渉系とを組み合わせたＴＤ－ＯＣＴでは、参照光路の遅延を走査することで信号
光路の後方散乱光との干渉光を計測し、深さ分解の情報を得ることができる。また、ＦＤ
－ＯＣＴは、ＳＤ－ＯＣＴ（Ｓｐｅｃｔｒａｌ　ｄｏｍａｉｎ　ＯＣＴ）と、ＳＳ－ＯＣ
Ｔ（Ｓｗｅｐｔ　Ｓｏｕｒｃｅ　ＯＣＴ）を含む。ＳＤ－ＯＣＴは、広帯域光源を用いて
分光器でインターフェログラムを取得する。ＳＳ－ＯＣＴは、高速波長掃引光源を用いる
ことで、単一チャネル光検出器でスペクトル干渉を計測する。本実施例ではＳＤ－ＯＣＴ
装置を用いて被検眼の断層画像を取得する例について説明する。
【００１２】
　図１に示すＯＣＴ装置（眼科撮影装置）１００には、撮影装置１０００、制御部（画像
処理装置）１９、表示部２０、及びポインティングデバイス２５が設けられている。撮影
装置１０００には、光源１、光分岐部３、サンプルアーム１００１、参照アーム１００２
、及び分光器１００３が設けられている。
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【００１３】
　光源１は、光（低コヒーレンス光）を発生させるための光源である。本実施例では、光
源１として、中心波長８５０ｎｍ、帯域５０ｎｍの光を発するＳＬＤ（Ｓｕｐｅｒ　Ｌｕ
ｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　Ｄｉｏｄｅ）光源を用いる。なお、光源１には、ＡＳＥ（Ａｍｐｌ
ｉｆｉｅｄ　Ｓｐｏｎｔａｎｅｏｕｓ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ）光源も適用することができる
。このように、光源１は、低コヒーレンス光を発生させることのできるものであればよい
。さらに、光源１から発生する光の波長は、特に制限されるものではないが、被検査物に
応じて４００ｎｍから２μｍの範囲で選択される。波長の帯域は広いほど縦分解能がよく
なる。一般的に中心波長が８５０ｎｍの光を光源が射出するとした場合、得られる断層画
像において、５０ｎｍの帯域では６μｍの縦分解能が、１００ｎｍの帯域では３μｍの縦
分解能が得られる。
【００１４】
　導光部２，４，１０，１４は、光ファイバー等で構成される。光源１が発した光は、導
光部２により光分岐部３に導かれる。光分岐部３は、ファイバーカプラなどで構成される
ことができる。なお、光分岐部３において光源からの光束が分岐された２つの光路に向け
て分割される際の分割の比率は被検査物に合わせて任意に選択されることができる。
【００１５】
　光分岐部３により導光部４側に分岐された光路上には、コリメータレンズ５、光走査部
６、フォーカスレンズ７、波長分岐ミラー８、及び対物レンズ９が設けられたサンプルア
ーム１００１が配置されている。光走査部６には、光軸方向に隣接して配置（タンデム配
置）された、互いに直交するＸ，Ｙ方向に測定光をそれぞれ走査するガルバノミラー又は
共振ミラー等のＸスキャンミラー及びＹスキャンミラーが適用される。波長分岐ミラー８
は、光源１が発した光（波長：λ=８００～９００ｎｍ）を透過し、前眼部照明の光（λ=
９４０ｎｍ）を反射する。導光部４に導かれた光は、測定光としてサンプルアーム１００
１を通り被検眼Ｅの眼底Ｅｆに達する。なお、フォーカスレンズ７は、制御部１９によっ
て制御される不図示のモータ等によって光軸方向に移動可能なように配置されている。
【００１６】
　光分岐部３により導光部１０側に分岐された光路上には、コリメータレンズ１１及び参
照ミラー１２が設けられた参照アーム１００２が配置されている。参照ミラー１２は、直
動ステージ１３上に配置されている。直動ステージ１３を光軸方向に移動し、参照ミラー
１２の位置を移動させることにより、参照アーム１００２の光路長を調整することができ
る。直動ステージ１３は、制御部１９によって制御される不図示のモータ等によって光軸
方向に移動可能とされている。
【００１７】
　光分岐部３により導光部１４側に分岐された光路上には、分光器１００３が設けられて
いる。分光器１００３にはコリメータレンズ１５、回折格子であるグレーティングやプリ
ズム等で構成される分光部１６、結像レンズ１７、及びＣＭＯＳやＣＣＤ等の光電変換素
子を有する撮影部１８が設けられている。被検眼Ｅからの測定光の戻り光及び参照光は、
光分岐部３において合波されて干渉光となる。干渉光は、光分岐部３に接続された導光部
１４により、分光器１００３に導かれる。分光器１００３の撮影部１８は干渉光を検出す
ることで、被検眼Ｅの眼底Ｅｆの撮影を行う。撮影部１８から出力される干渉信号は制御
部１９に伝えられ、制御部１９は干渉信号に基づいて断層画像を生成する。
【００１８】
　対物レンズ９の周りには、前眼部照明光源２１ａ，２１ｂが配置されている。これらの
光源により照明された被検眼Ｅの前眼部からの戻り光は、対物レンズ９を通り、波長分岐
ミラー８により反射され、レンズ２２により二次元の撮影部２３の撮影面に結像する。ま
た、撮影部２３から出力された映像信号は制御部１９に伝えられ、制御部１９は撮影部２
３からの出力に基づいて前眼部画像を生成する。
【００１９】
　制御部（画像処理装置）１９には、取得部１９１、画像生成部１９２、正規化部１９３
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、駆動制御部１９４、記憶部１９５、及び表示制御部１９６が設けられている。また、制
御部１９には、上述したように、光走査部６、直動ステージ１３、及び撮影部１８，２３
が接続されている。
【００２０】
　取得部（取得手段）１９１は、光走査部６からの走査角度に関する情報や撮影部１８か
らの干渉信号、撮影部２３からの映像信号等を取得する。画像生成部（生成手段）１９２
は、取得部１９１で取得した各種信号から断層画像や前眼部画像を生成する。正規化部１
９３は、後述の方法によって、撮影装置１０００により撮影された断層画像の断層データ
を正規化する。
【００２１】
　駆動制御部１９４は、光走査部６やフォーカスレンズ７、直動ステージ１３、サンプル
アーム１００１を駆動する不図示のステージ等の制御を行う。記憶部１９５は、制御部１
９に入力された被検者の情報、制御部１９で生成した各種画像、及び制御部１９を機能さ
せるためのプログラム等を記憶する。表示制御部（表示制御手段）１９６は、制御部１９
に接続される表示部２０の表示の制御を行う。
【００２２】
　画像生成部１９２には、算出部１９７及び表示様式選択部１９８が設けられている。算
出部（算出手段）１９７は、正規化部１９３で取得した正規化された断層データを用いて
、特定の断層画像と比較対象となる断層画像との相違点或いは一致点を検者が認識容易と
なる画像を生成する。表示様式選択部（選択手段）１９８は、記憶部１９５に記憶された
複数の表示様式から、検者による任意の表示様式の選択を可能とする。検者は、確認した
い特定の断層画像と比較対象となる断層画像との相違点或いは一致点が認識容易となる表
示様式を、この表示様式選択部１９８を用いて選択する。なお、この表示様式選択部１９
８は、検者による選択に限られず、予め定められた表示様式から、例えばＲＰＥ（網膜色
素上皮）等特定の層の指定に応じ、２つの断層画像における当該層の比較に適した表示様
式を制御部１９が選択することとしてもよい。
【００２３】
　本実施例で述べた制御部１９の各構成要素は、制御部１９のＣＰＵやＭＰＵで実行され
るモジュールによって構成することができる。また、制御部１９の各構成要素は、ＡＳＩ
Ｃなどの特定の機能を実現する回路等により構成されてもよい。記憶部１９５は、メモリ
ーや光学ディスク等の任意の記憶装置・記憶媒体を用いて構成することができる。なお、
記憶部１９５は外付けの記憶装置・記憶媒体として制御部１９に接続されていてもよい。
【００２４】
　また、制御部１９には、表示部２０及びマウス等のポインティングデバイス２５が接続
されている。表示部（表示手段）２０は、制御部１９から出力される各種画像や被検者の
情報等を表示する。ポインティングデバイス２５は、ユーザが制御部１９へ入力を行う際
の入力手段として機能する。
【００２５】
　次に、上述したＯＣＴ装置１００を用いて、被検眼Ｅの眼底Ｅｆの網膜の断層画像を撮
影するための撮影方法について説明する。被検眼Ｅを撮影装置１０００の前に配置した後
、ＯＣＴ装置１００では前眼部照明光源２１ａ，２１ｂを発した光により前眼部を照明す
る。照明された前眼部からの戻り光は、対物レンズ９を通り、波長分岐ミラー８により反
射されて、レンズ２２により、撮影部２３の撮影面に結像する。制御部１９の取得部１９
１は、撮影部２３からの映像信号を取得し、画像生成部１９２は取得した映像信号をデジ
タルデータにリアルタイムに変換し、前眼部画像を生成する。
【００２６】
　なお、制御部１９は、この被検眼Ｅの前眼部画像の内の特に虹彩の模様より、被検眼Ｅ
の偏心、及びピントの状態を判定することもできる。撮影装置１０００において、撮影部
２３の中心とサンプルアーム１００１の光学系の光軸は一致するように調整されている。
そのため、撮影部２３で撮影された前眼部画像の瞳孔中心と前眼部画像の中心との偏心量



(8) JP 2019-88382 A 2019.6.13

10

20

30

40

50

は被検眼Ｅとサンプルアーム１００１の光学系の偏心量に相当する。前眼部画像は、表示
部２０の表示領域２０ａに表示され、検者は、前眼部画像により光軸偏芯を確認すること
ができる。
【００２７】
　撮影装置１０００におけるサンプルアーム１００１の光学系は、被検眼Ｅに対し、上下
左右、さらに光軸方向に位置調整可能なように不図示のステージ上に配置されている。駆
動制御部１９４は、通常の断層画像の撮影において、瞳孔中心と測定光の光軸が一致する
ように、サンプルアーム１００１の光学系の上下左右の位置を調整するとともに、虹彩の
模様のコントラストが最も高くなるように、光軸方向の位置調整を行う。以下、駆動制御
部１９４による、撮影装置１０００と被検眼Ｅの位置合わせをオートアライメントという
。これにより、虹彩と同一面である被検眼Ｅの瞳孔とサンプルアーム１００１の光学系の
対物レンズ９との距離（ワーキングディスタンス）は一定に保たれる。
【００２８】
　オートアライメントにより偏心量が所定の値以下になると、ＯＣＴ装置１００は、光源
１を点灯し、アライメント用の断層画像の撮影を開始する。光源１からの光は、導光部２
により光分岐部３に導かれる。光分岐部３は、導光部２からの光を、導光部４と導光部１
０に導かれる光量の比が、例えば１：９になるように分割する。導光部４側に導かれた測
定光は、ファイバー端４ａに達する。ファイバー端４ａを点光源として射出された測定光
は、コリメータレンズ５により平行光に変換され、光走査部６のＸスキャンミラーにより
走査される。平行光とされた測定光は、フォーカスレンズ７及び波長分岐ミラー８を透過
し、対物レンズ９により被検眼Ｅの瞳孔より眼底Ｅｆに照射され、眼底Ｅｆ上を走査され
る。
【００２９】
　眼底Ｅｆの網膜を構成する複数の層で反射・散乱された戻り光は、入射時と同一の光路
を戻り、コリメータレンズ５を経てファイバー端４ａより導光部４に入射して、光分岐部
３に導かれる。光分岐部３に至った戻り光は後述する参照光と合波されて干渉光となり、
干渉光として導光部１４を経てファイバー端１４ａより分光器１００３に出射される。分
光器１００３に出射した戻り光は、コリメータレンズ１５により平行光に変換され、分光
部１６に入射する。分光部１６には測定光の波長に近い寸法の回折格子が等間隔に数多く
形成されており、入射した戻り光は分光部１６の回折により分光される。
【００３０】
　光分岐部３より導光部１０に導かれた参照光は、ファイバー端１０ａから出射され、コ
リメータレンズ１１により平行光に変換された後、参照ミラー１２に向かう。参照ミラー
１２は、平行光である参照光の光軸と垂直に、また、該光軸の方向に移動可能に直動ステ
ージ１３上に配置されている。これにより、直動ステージ１３によって参照ミラー１２を
移動させることで、異なる眼軸長の被検眼Ｅに対しても、参照光の光路と測定光の光路と
の光路長とを合わせることができる。検者は、ポインティングデバイス２５を操作して、
表示部２０上の表示領域２０ｄをカーソルで指示することにより、参照ミラー１２の位置
を調整することができる。なお、参照ミラー１２の位置は、取得された断層画像等に基づ
いて、制御部１９によって自動的に調整されてもよい。
【００３１】
　参照ミラー１２で反射された参照光は、コリメータレンズ１１により導光部１０のファ
イバー端１０ａに集光され、導光部１０により光分岐部３に導かれる。上述したように、
戻り光と参照光とにより光分岐部３で生成された干渉光は分光器１００３に導かれ、分光
部１６により分光された後、分光後の波長に応じた光電変換素子がライン上に配列された
撮影部１８の受光領域に結像する。撮影部１８は、各々の波長毎に生成された干渉信号を
制御部１９に出力する。制御部１９は、入力された干渉信号に対しフーリエ変換等を施し
て、断層画像を生成する。
【００３２】
　表示部２０は表示領域２０ｂに生成された断層画像を表示する。検者は、この断層画像
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を観察し、断層画像が最も明るくなるようにポインティングデバイス２５を用いてカーソ
ルで表示領域２０ｃのボタンを操作してフォーカス調整を行う。制御部１９の駆動制御部
１９４は、当該ボタンの操作に応じて不図示のモータ等を駆動しフォーカスレンズ７を光
軸に沿って移動させることで、測定光のフォーカスを変更する。また、同様に、表示領域
２０ｂの所望の領域内に関心部位の断層画像が全て入るように表示領域２０ｄのボタンを
操作して参照ミラー１２の位置調整（コヒーレンスゲート調整）を行う。駆動制御部１９
４は、当該ボタンの操作に応じて、直動ステージ１３を移動させるための不図示のステッ
ピングモータを駆動し、直動ステージ１３を光軸に沿って移動させることで、参照ミラー
１２の位置を変更する。表示領域２０ｄに指示が入力されると、制御部１９は直動ステー
ジ１３の位置を指示された方向に移動させるとともに、記憶部１９５に記憶している直動
ステージ１３の制御位置情報を移動量に応じて変更する。
【００３３】
　直動ステージ１３は、不図示のステッピングモータにより駆動制御されており、直動ス
テージ１３の位置は、ステッピングモータに指示するステップ数と対応している。例えば
、６０ｍｍのストロークを６００００ステップで駆動する場合、１ステップあたりの移動
量は１μｍになる。この場合、０から６００００までのステップ数が、直動ステージ１３
の０から６０ｍｍまでの位置に対応する。また、直動ステージ１３の基準位置からコリメ
ータレンズ１１までの距離は設計的に精度よく配置されており、基準位置とステージ位置
の関係も設計的に明らかであるため、ステップ数に基づいて参照光の光路長を計算するこ
とができる。このため、制御部１９は、不図示のステッピングモータのステップ数により
、参照光の光路長を検出することができる。
【００３４】
　参照ミラー１２の位置が変化することで参照光の光路長が変化する。測定光の光路長と
参照光の光路長とがほぼ等しい状態となったときに、測定光の戻り光と参照光は互いに干
渉し、干渉光となる。そのため、参照光の光路長を変化させることで、参照光と干渉する
測定光の光路長が変わり、被検眼Ｅの光軸方向の撮像位置が変化する。従って、参照ミラ
ー１２の位置を変化させることで、表示領域２０ｂ内の断層画像の表示位置を変化させる
ことができる。記憶部１９５は、常に断層画像の撮影時における参照ミラー１２の位置を
記憶する。以上の撮影準備の後、撮影ボタン２０ｅが指示されると、ＯＣＴ装置１００は
、断層画像の静止画撮影（断層画像撮影）を行う。記憶部１９５は、撮影された断層画像
を記憶する。なお、上述した例では検者がフォーカス及びコヒーレンスゲートの調整を指
示したが、撮影された断層画像等に基づいて、制御部１９がこれらの調整を自動的に行っ
てもよい。
【００３５】
　次に、制御部１９による断層画像の生成について説明する。導光部１４には、被検眼Ｅ
の眼底Ｅｆからの戻り光と、参照ミラー１２から反射された参照光との合波光である干渉
光が導かれる。光分岐部３から眼底Ｅｆまでの光路長と、光分岐部３から参照ミラー１２
までの光路長の差により、光分岐部３で合波されるときの測定光の戻り光と参照光は、位
相差を有する。この位相差は波長により異なるため、撮影部１８上に現れる分光強度分布
には干渉縞が生じる。また、網膜には複数の層があり、それぞれの層境界からの戻り光は
それぞれ異なる光路長を有するため、干渉縞には、異なる周波数の干渉縞が含まれる。制
御部１９は、この強度分布に含まれる干渉縞の周波数とその強度より、反射物体の位置と
その位置からの反射・散乱に対応した明るさを求めることができる。
【００３６】
　ここで、被検眼Ｅの眼底Ｅｆの或る一点における深さ方向（Ｚ方向）の断層画像を取得
するような走査方式をＡスキャンと呼び、得られる断層画像をＡスキャン画像と呼ぶ。ま
た、光走査部６によって、測定光を眼底Ｅｆの所定の横断方向に走査しながらこのような
Ａスキャンを繰り返し行うことにより、複数のＡスキャン画像を取得することができる。
例えば、測定光を光走査部６によってＸ方向に走査すればＸＺ面における断層画像が得ら
れ、Ｙ方向に走査すればＹＺ面における断層画像が得られる。このように被検眼Ｅの眼底
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Ｅｆを所定の横断方向に走査する方式をＢスキャンと呼び、得られる断層画像をＢスキャ
ン画像と呼ぶ。
【００３７】
　眼底Ｅｆ上の１ラインを測定光で走査するＢスキャンモードにおいては、駆動制御部１
９４が、光走査部６のＸスキャンミラー及びＹスキャンミラーの例えばＸスキャンミラー
だけを駆動しながら、取得部１９１が撮影部１８からの干渉信号を取得する。その際、取
得部１９１は、光走査部６から出力されるスキャンミラーの角度を示すデータも取得する
。制御部１９は、取得した干渉信号をスキャンミラーの角度とともにデジタルデータに変
換する。制御部１９は、さらにスキャンミラーの角度のデータを測定光の被検眼Ｅへの入
射角θｉに変換して記憶部１９５に記憶する。スキャンミラーの角度と測定光の入射角θ
ｉは、対応しており、光学系の設計値より求めることができる。なお、入射角θｉは被検
眼Ｅに入射する測定光と被検眼Ｅの眼軸とが成す角度に対応する。
【００３８】
　図２は、入射角θｉに対応するスキャンミラーの角度における撮影部１８上の干渉光の
強度分布の一例を示す。同図における横軸は撮影部１８上のセンサー位置であり、戻り光
或いは干渉光の波長に対応する。縦軸は、撮影部１８より取得した干渉信号の信号強度に
対応する。ここでは、中心波長λ０、半値幅δλの強度分布に対して、干渉縞による波形
が重なっている。
【００３９】
　制御部１９は、この干渉光の波形に対応する干渉信号の波形の強度情報を読み出し、Ａ
／Ｄ変換器によりデジタルデータに変換し、記憶部１９５に記憶する。画像生成部１９２
は、変換したデータを高速フーリエ変換などによって波数変換及び周波数変換することで
周波数毎の強度分布を得る。ここで、図３は、当該強度分布の一例を示す。図３において
、横軸は周波数であり、干渉信号に基づいて生成される断層画像におけるコヒーレンスゲ
ート位置からの距離ｈに対応し、縦軸は強度Ｉを示す。また、図４は、干渉信号を用いて
生成した断層画像の一例を示す。
【００４０】
　図３に示される強度分布は、図４に示すように、距離ｈ１，ｈ２，ｈ３（コヒーレンス
ゲートからの距離）のところの干渉強度がそれぞれＩ３，Ｉ１，Ｉ２であることを示す。
ここで、コヒーレンスゲート位置とは、上述のように測定光と参照光が干渉を生じる光路
長に対応し、参照ミラー１２の位置に対応する。本実施例では、コヒーレンスゲート位置
は断層画像の下端に対応する。
【００４１】
　制御部１９は、スキャンミラーの角度に対応する入射角θｉを、走査開始時の角度θｓ
から終了時の角度θｅまで変化させながら、干渉信号の強度を測定する。画像生成部１９
２は、干渉強度Ｉ（θｉ，ｈｊ）を、θを横軸、ｈを縦軸にして表示することにより、図
４に示すように眼底ＥｆのＢスキャン画像（光学的な距離に基づく画像）を生成すること
ができる。また、制御部１９は、Ｙ方向に測定光を走査してＺ－Ｘ方向のＢスキャンを繰
り返すことで、三次元の断層信号及び断層画像を生成することができる。なお、制御部１
９は、Ｚ－Ｙ方向のＢスキャンをＸ方向に繰り返し行ってもよい。また、断層画像の生成
は、上述した方法以外の既知の任意の方法によっても行われてよい。ここで、本明細書に
おいて、被検眼Ｅの干渉信号に関するデータや、干渉信号をフーリエ変換した後のデータ
、当該データに何らかの情報処理を施したデータを、断層データと総称する。即ち、この
断層データは、断層画像を生成するためのデータであればよい。
【００４２】
＜湾曲補正の適用＞
　図５に眼底をＢスキャンする場合に眼底Ｅｒに到る光線（測定光）の一例を示し、次に
Ｂスキャンにおける測定光の走査について説明する。同図は被検眼Ｅに対して撮影装置１
０００が正しくアライメントされた状態での被検眼Ｅの断面を模式的に示し、被検眼Ｅの
光軸を一点鎖線で、被検眼内の測定光の走査状態を破線で、被検眼に入射した測定光を実
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線で各々示している。入射角θｉで、角膜６１より被検眼Ｅに入射した光線は、被検眼Ｅ
の内部の、瞳孔６２の中央部、水晶体６３、及び硝子体６４を通り、網膜層６５（眼底Ｅ
ｒ）へ入射角θｉ’で向かい、網膜の各層で反射・散乱される。また、その際に、角膜６
１より被検眼Ｅに入射した光線Ｒａｙｉは、スキャンミラーの角度変更に応じて、瞳孔６
２の中央部をピボットポイントＰ１として、網膜層６５上を該スキャンミラーの回転に応
じて走査する。
【００４３】
　ここで、図６（ａ）は、従来のＯＣＴ装置において表示される断層画像を示している。
同図に示す断層画像には、網膜層６５が表示されている。この断層画像に表示される網膜
層６５は、生成に際して以下の理由から実際の網膜層の形状とは異なる。すなわち、
　（１）　演算で求めたコヒーレンスゲートからの距離ｈｊは、真空中を同じ時間で光が
進む光学的な距離（光路長＝距離×屈折率）であり、実際の距離とは異なる。
　（２）　図６（ａ）に示した断層画像では、スキャンミラーの各々の角度で行ったＡス
キャンにより取得した断層データを、測定光の走査方向（直線方向）に平行に並べて画像
を作成している。しかし、実際には、これらの断層データは、図５の光線図で示すように
、測定光の走査中心（ピボットポイントＰ１）を中心とする極座標上に表されるべき画像
データである。
　（３）　角度θｉ’は光線の入射角であり、目の中の走査角とは異なる。
　従って、眼底形状のより詳細な解析を行う場合には、通常の断層データの取得後に、こ
れら考慮した上で極座標上に断層データを再配置する補正（以降、湾曲補正）を行うこと
が望ましい。以下、この湾曲補正について詳述する。なお、以下に説明する湾曲補正処理
等は、上述した制御部１９における正規化部１９３により実行される。
【００４４】
　具体的には、まず、制御部１９は、ピボットポイントＰ１の位置に対応する参照ミラー
１２の位置を設計値から求める処理を実行する。同様に、制御部１９は、実際に参照ミラ
ー１２を動かした際の画像より求めたコヒーレンスゲートの位置から、該コヒーレンスゲ
ート位置に対応する参照ミラー１２の位置を求める。正規化部１９３は、これらの差分よ
り、ピボットポイントＰ１からコヒーレンスゲート６６までの光学的な距離を求める。さ
らに、当該値を硝子体６４の屈折率で除することにより、正規化部１９３は、実際のピボ
ットポイントＰ１からコヒーレンスゲート６６までの距離を取得する。
【００４５】
　被検眼内の測定光の走査角（眼底Ｅｒへの入射角）θｉ’は、球体としてモデル化され
た屈折要素から構成される人眼を仮定し、これら屈折要素（特に硝子体６４）の屈折率を
用いて該モデル化された人眼より求められる。この入射角θｉ’は、予めモデル化された
人眼等により取得された他のデータとともに、記憶部１９５に記憶されている。以上より
求めたピボットポイントＰ１からコヒーレンスゲート６６までの実距離及び入射角θｉ’
をパラメータとし、正規化部１９３はピボットポイントＰ１を原点とする極座標を用いて
湾曲補正画像を生成する。得られた湾曲補正画像を図６（ｂ）に例示する。同図に示すよ
うに、湾曲補正後の断層画像は極座標上に表示されて扇形の形状を有している。なお、従
来の断層画像を極座標上の画像とする画像補正の方法はここで述べたものに限られず、そ
の他の既知の方法を用いることも可能である。
【００４６】
＜断層画像同士の比較＞
　近年では、ＯＣＴ装置を用いることで被検眼の網膜層内部の状態を観察し、疾病の進行
具合や手術後の経過観察を行うことが可能となってきている。被検眼の経過観察を行う際
には、例えば新たに取得した断層画像と過去に取得した同一部位の断層画像との比較が行
われる。この画像比較は、一般的に、新たに取得した断層画像と過去に取得した断層画像
とを同時に表示することで行われる。このような手法によれば、比較する２つの断層画像
から対応箇所を把握することが容易であり、経過観察に非常に有用である。
【００４７】
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　ここで、実際の眼球形状は、被検眼ごとに異なる。ＯＣＴ装置で撮影された断層画像に
おいて、実際の被検眼の形状や大きさに合致するように網膜を計測できれば、緑内障や病
的近視などの疾病の進行度や治療後の回復具合を定量的に診断することができる。ここで
、眼底の形状や疾患を観察するとき、異なる被検眼についての断層画像同士を比較したい
場合について説明する。そのような例を図７に示す。図７（ａ）はＩＤナンバーｘｘｘｘ
ｘＡのモデル化された被検眼とその断層画像の例を示し、図７（ｂ）はＩＤナンバーｘｘ
ｘｘｘＢのモデル化された被検眼とその断層画像の例を示す。図７（ａ）に例示する眼球
は図７（ｂ）に例示する眼球よりも大きく、例えば両眼球の断層画像の撮影時のスキャン
ミラーの走査角度範囲が同一であっても、測定光の網膜上での走査範囲が異なることから
撮影範囲の異なった断層画像となる。しかし、これら断層画像は同一の表示画面上で同じ
大きさとして表示される。また、得られた断層画像を並べて表示したとしても、眼底の湾
曲の度合い等の相違が、眼球の大きさに起因するのか眼球の病変に起因するのか等、判別
することができない。このことは、上述した湾曲補正が施された断層画像の場合であって
も同様である。
【００４８】
＜正規化＞
　本実施例では、上述したような異なる被検眼の断層画像の比較を容易に行えるように、
被検眼Ｅより取得した断層データに対して実形状補正を施し、正規化した断層データを生
成する。正規化した断層データは、上述した従来の断層画像を極座標上の画像とする湾曲
補正処理に併せ、表示画像におけるアスペクト比を補正する処理を断層データに施すこと
により得られる。即ち、本明細書において、正規化とはＯＣＴ装置等により取得された一
般的な断層データに湾曲補正とアスペクト補正とを施し、被検眼の実形状を実寸にて表示
可能なデータに変換する処理として定義する。このような正規化した断層データを得るこ
とにより、各々の被検眼の断層構造、さらには３次元構造を実寸法によって比較すること
が可能となる。即ち、正規化した断層データを用いて特定の評価基準に基づいて生成した
断層画像同士を表示等することにより、異なる被検眼の断層画像同士の比較が容易に行え
る。
【００４９】
　ここで、アスペクト補正について説明する。図６（ａ）に示す断層画像中には、参照の
ために点線からなる格子状のグリッドが重ねて表示されている。通常、測定光の走査範囲
に対して知りたい情報を示す網膜深さ方向の範囲は小さいため、グリッドの縦横比１：１
のアスペクト比で断層画像を表示した場合、診断用として適当な画像の表示とならない。
即ち、表示される断層画像は、縦軸（網膜の深さ方向）において拡大されていることが好
ましい。従って、同図に例示されるように、画像表示範囲において網膜層６５が測定光の
走査方向に拡大されるように、通常はアスペクト比の調整がなされている。このため、元
の断層画像を構成する断層データをそのまま極座標上に配置した場合、図６（ｂ）に示す
ように調整後のアスペクト比に対応した補正後の断層画像が表示されることとなる。この
ような画像は、アスペクト比が調整されていることから縦横の比率が歪んでおり、網膜の
実際の形状を反映していない。このため、上述したように、断層データの正規化（実形状
データの取得）に際して、正規化部１９３は断層データに対してこのアスペクト比を１：
１にする処理を施すこととなる。
【００５０】
　以上に述べたように正規化された断層データを生成することにより、眼底の断層画像を
実寸法で表示することが可能となる。その結果、異なる被検眼を撮影して得た断層画像、
異なるＯＣＴ装置により撮影して得た断層画像、或いは病変等により大きく変形した前後
の眼の断層画像等について、実寸法を参照して比較することが可能となる。なお、極座標
系への再配置及びアスペクト比の補正の方法はここで述べたものに限られず、その他の既
知の方法を用いることも可能である。
【００５１】
　ここで、断層画像における横軸のデータ数は、１Ｂスキャン中に行われるＡスキャンの
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数に対応し、縦軸のデータ数は例えばラインセンサ（撮影部１８）に配置される受光素子
の数に対応する。また、通常の断層画像の表示に際しては、このデータ数と表示画面上の
画素数に応じてアスペクト比が割り振られる。従って、例えば図７（ａ）の画像生成に用
いた断層データと図７（ｂ）の画像生成に用いた断層データとが同一のＯＣＴ装置により
同一の条件にて取得された場合、縦方向のデータの数は同じとなる。しかし、横方向のデ
ータについて、その総数は同じであるが、走査線の長さの相違から、単位長さあたりのデ
ータ数は図７（ｂ）の被検眼に比べて図７（ａ）の被検眼は少なくなる。即ち、正規化さ
れた断層データを画像化した場合、縦方向では略同じ解像度の画像が得られるが横方向で
は解像度が異なると考えられる。
【００５２】
　さらに、ＯＣＴ装置が異なる、或いは断層データの取得条件が異なる等の場合、比較す
る断層データ同士で、縦横各々のデータの数がそもそも異なることも考えられる。このよ
うに縦横各々のデータの数が異なると、正規化によって例えば縦方向或いは横方向のデー
タ数が不足する場合や過剰となる場合も生じ得る。データ数が不足する場合には、正規化
部１９３が、例えば等間隔でデータを配置し、且つデータが抜けた部分については隣接す
るデータの平均値等により補間するとよい。また、データが過剰な場合には、正規化部１
９３が重なり合うデータの平均値等を求め、重なり合う部分についてはこの平均値等によ
りデータを置き換えるとよい。以上の処理の実行により、異なる条件等により取得された
データ数の異なる断層データにおいても、正規化した断層データを生成することができる
。なお、データの補間や置き換えの方法はここで述べた例に限られず、既知の他の補間方
法や置き換え方法を用いることもできる。
【００５３】
＜正規化された断層データから生成した画像の表示＞
　上述した正規化された断層データは、特定の断層画像と比較対象となる断層画像とを比
較する際に用いる画像を生成する際に用いられる。以下、比較時に用いる画像の生成、或
いは比較時に用いる画像の表示例について述べる。なお、以下の説明において、診断対象
の被検眼の断層データに対して比較対象の断層画像の断層データを比較対象データと称す
る。また、断層画像同士を比較できる状態とした各々の画像を比較用画像と称し、断層画
像等からなるこれら比較用画像と、これら比較用画像をどのように表示するかの表示様式
に関する情報とを含むデータを比較用表示データと称する。
【００５４】
（表示例１）
　図８に比較用の画像を並べて表示する表示例１を示す。同図において、ＩＤナンバーｘ
ｘｘｘｘＡとして取得された断層画像と、ＩＤナンバーｘｘｘｘｘＢとして取得された断
層画像とが同時に表示されている。これら画像は、共に正規化された断層データを用いて
比較用画像として生成されたものであり、実際の眼球サイズに比例した画像サイズになる
。このため、疾患や眼底の相対的な大きさや形状の評価が、単純な画像比較によって可能
となる。図８では、眼底上の黄斑部周辺の比較が容易となるように、比較対象部位である
黄班部の位置を上下で揃えて表示している。即ち、本表示例において、比較用表示データ
は、実寸法に応じて生成された断層画像のデータと併せて、これら断層画像を特定の位置
を上下に整列させて表示する表示様式を用いるという情報を含む。しかし、表示様式はこ
の例に限られず、網膜層の下端が揃うよう横方向に並べて表示してもよい。このように比
較対象部位を縦或いは横方向に並べて表示することにより、これら比較対象部位での相違
がより容易に把握できる。
【００５５】
　次に、図９を参照して、表示例１の変形例について説明する。実際にＯＣＴ装置等で用
いられる表示部２０の表示画面上において、断層画像の表示画面の大きさは一般的には決
まっている。即ち、図８に例示したような、異なる大きさの断層画像を大きさの違う表示
画面を用いて表示することは実際的とはいえない。図９では、ＩＤナンバーｘｘｘｘｘＡ
の断層画像に対して、表示範囲をＩＤナンバーｘｘｘｘｘＢの表示サイズと同じ表示サイ
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ズとなるように、断層画像の両サイドを削除してこれを表示している。また、その際に、
黄班、あるいは範囲指定により示す比較対象部位が上下で並ぶように削除される側の断層
画像の配置を調整し、その配置にて画像の削除範囲を決定している。即ち、本実施例では
、一方の比較用画像は実寸法を表し且つ通常の表示画面を用いた断層画像であり、他方の
比較用画像は実寸法を表し且つ通常の表示画面を用いるためにトリミングされた断層画像
となる。また、比較用表示データは、上述した２つの断層画像のデータを併せて、実寸法
を示す断層画像について、そのままの画像とトリミングした画像とを特定の部位を上下に
整列させて表示する表示様式を用いるという情報を含む。本実施例に示した処理を表示制
御部１９６に実行させることにより、表示画面に対して例えば図８に示すような表示が可
能となるような特別な変更を行わなくとも、異なる断層画像の同時表示による比較を容易
に行える。ここで、病変部のような要観察の比較対象部位に対して、例えば後述するセグ
メンテーション処理を適用して該病変部の発生範囲を特定することもできる。また、図９
に例示するように、特定された病変部を範囲として把握できるように寸法線等によって、
該病変部を感覚的に把握できるようにしてもよい。このような寸法線を各々の断層画像に
重畳することにより、検者は病変部の相違をより容易に認識することができる。
【００５６】
（表示例２）
　図１０に他の態様の比較用画像を並べて表示する表示例２を示す。同図において、ＩＤ
ナンバーｘｘｘｘｘＡとして取得された断層画像と、ＩＤナンバーｘｘｘｘｘＢとして取
得された断層画像とが横に並べて表示されている。また、各々の断層画像中には、正規化
した断層データに基づいて生成された単位長さを示すスケールバーが合わせて表示されて
いる。このようなスケールバーを断層画像に重畳して表示することによって、統一した基
準情報を断層画像に付加することができる。例えば、眼球形状に合わせて１ｍｍ相当の単
位長さスケールバーを表示することで、各断層画像における各層の厚さや眼球の曲率とい
った情報を感覚的に把握して両画像の比較を行うことができる。本表示例では、比較用表
示データは、湾曲補正のみを施した断層データを用いて生成された断層画像を並べて表示
し、且つ各々の断層画像に対してスケールバーを重畳表示する表示様式を用いるという情
報を含む。なお、当該スケールバーは、図８に示す表示例においても、網膜層等の実際の
厚さを把握できるように断層画像中に重畳表示している。しかし、スケールバーの表示形
態はここで示した例に限られず、横軸或いは縦軸の目盛りとして表示してもよい。このよ
うなスケールバーの重畳表示は、被検眼の疾患や各網膜層の層厚等の比較を容易とする。
【００５７】
（正規化された断層データに基づく比較用の画像の表示処理）
　ここでは、検者が２つの断層画像の比較を容易とする画像様式として図８及び図１０に
示した表示様式を用いることとし、何れの表示様式を用いるかを決定して表示する処理に
ついて、図１１に示すフローチャートを用いて説明する。なお、以降の説明では、被検眼
の断層画像を撮影し、この撮影された断層画像と該断層画像の比較対象となる断層画像と
の比較を容易とする比較用の２つの画像を表示する場合について述べる。しかし、最初に
取得される断層画像はその場で撮影されたものに限られず、予め撮影されて記憶部１９５
等に記憶されている断層データ等に基づくものであってもよい。
【００５８】
　本実施例において表示処理が開始されると、まず被検眼Ｅとサンプルアーム１００１と
が正しくアライメントされた状態で、制御部１９による眼底Ｅｒの断層画像の撮影処理が
開始される。撮影される被検眼Ｅの断層画像は、ＩＤナンバーｘｘｘｘｘＢの断層画像と
する。ステップＳ１０１では、取得部１９１による干渉信号の取得と、画像生成部１９２
による従来の断層画像の生成に用いられるＩＤナンバーｘｘｘｘｘＢの断層データの取得
とが行われる。次に、ステップＳ１０２で、取得された断層データに対して、正規化部１
９３により湾曲補正及びアスペクト補正を含む上述した実形状補正を施す。実形状補正に
より、正規化された断層データが得られる。取得部１９１は、この正規化された断層デー
タを取得する。画像生成部１９２はこの正規化された断層データにより、図８においてＩ
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ＤナンバーｘｘｘｘｘＢとして示される断層画像を生成する。
【００５９】
　上述した何れの表示例でも、スケールバーを断層画像に重畳表示している。このため、
正規化された断層データの生成後、ステップＳ１０３において、この断層データを用いて
算出部１９７により画素単位のスケールバーが算出される。より詳細には、ピボットポイ
ントＰ１を原点とする極座標と網膜層の半径と、所定のアスペクト比と、表示部２０にお
ける表示画面の画素数とに基づいて、スケールバーが算出される。スケールバー算出後、
制御部１９によりフローはステップＳ１０４に進められる。ステップＳ１０４では、正規
化された断層データから生成された実形状補正後のＩＤナンバーｘｘｘｘｘＢの断層画像
が、表示制御部１９６により表示部２０上で表示される。なお、その際、断層画像に重畳
表示するスケールバーは、表示画像中で縦方向に表示してもよいし、横方向に表示しても
よい。或いは、任意の向きにスケールバーを表示してもよい。
【００６０】
　次に、ステップＳ１０５において、記憶部１９５に記憶された断層データより、取得部
１９１が比較対象とする断層画像を生成するための断層データを取得する。当該断層デー
タ（以下、比較対象データと称する。）は、例えば、同一被検眼のフォローアップや眼軸
長が異なる被検眼や眼軸長が延伸した過去の同一被検眼の断層データがある。或いは、撮
影機器が異なる同一被検眼等の断層データも含まれる。即ち、比較対象とする断層画像は
、他の被検眼の断層画像でもよいし、同一被検眼の断層画像であってもよい。また、過去
の診断記録から検者が任意に抽出、選択した断層画像であってもよいし、データベースか
ら類似する断層画像を選択したものであってもよい。なお、本実施例で取得される比較対
象データは、本実施例では既に正規化された断層データ及びスケールバーと併せて記憶さ
れている。しかし、正規化されていない断層データであっても、選択される際に撮影条件
として併せて記憶されているデータを参照し、上述したステップＳ１０１～Ｓ１０３で述
べた処理を行うことで正規化した断層データ等を生成してこれを用いればよい。
【００６１】
　なお、本実施例において、比較対象データは検者が記憶された断層データから任意に選
択することとしている。その際、多数の断層画像を表示部２０に表示させて、これらから
検者が対応する断層データを選択してもよい。或いは、例えば患者ＩＤや病変ＩＤ等、断
層データに紐付けされた情報に基づいて予めある程度選別された画像群が表示され、これ
らから対応する断層データを選択してもよい。また、これら紐付け情報に基づいて、制御
部１９が特定の断層画像を選択することとしてもよい。例えば、断層画像を取得した被検
眼の疾病を参照し、同様の疾病を有する被検眼に関するデータベースより、紐付け情報を
参照して取得部１９１が比較対象データを選択してもよい。
【００６２】
　取得部１９１は検者の指示等に応じて、この目的に適合する比較対象データを取得する
。ここでは、予め保存されている比較対象データとしてＩＤナンバーｘｘｘｘｘＡの正規
化された断層データが取得部１９１により取得されることとする。具体的な比較対象デー
タ取得の処理として、本実施例では、検者はポインティングデバイス２５を用いて、比較
対象となる断層画像を指示する。検者は比較対象データとして、断層画像の比較から黄班
近傍の層厚さ等の層の状態を知るという目的に合致するものとして、ＩＤナンバーｘｘｘ
ｘｘＡの断層データを選択する。
【００６３】
　検者の選択に応じた比較対象データが取得された後、制御部１９はフローをステップＳ
１０６に進める。比較対象データには、後述するように表示様式に関する情報等が紐付け
されている。ステップＳ１０６において、表示様式選択部１９８は、比較対象データの選
択に対応した比較項目を選択する指示がされたとして、この紐付けされた情報に基づいて
記憶部１９５に記憶されている表示様式を選択する。その際、この表示様式の選択に際し
、本実施例では、上述した図８に示した表示様式をＡモードとし、図１０に示した表示様
式をＢモードと称する。Ａモードは、眼球径の異なる被検眼の黄班近傍の各層の厚さの比
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較に適したモードの例とする。なお、表示様式の選択は、上述したように制御部１９によ
り実行されてもよい。
【００６４】
　比較項目には、例えば被検眼において比較をする特定の部位に関する項目、網膜の曲率
半径に関する項目、網膜各層の層厚さに関する項目、疾病に関する項目等が含まれる。特
定の部位に関する項目は、さらに、例えば、黄班や中心窩等の特定の部位や、ＲＰＥや脈
絡膜等の特定の層、或いは病変部の細目に分類される。これら特定の部位等は、見比べが
容易なように所定の方向に整列させて、或いは例えば表示色を変えて重ね合わせられ表示
されるとよい。曲率半径に関する項目の場合、例えば湾曲補正の際に求めたピボットポイ
ントＰ１からコヒーレンスゲートまでの距離を眼球の半径とし、それに対する網膜或いは
網膜中の指定された層の変形の程度を知ることが目的となる。この場合、眼球径の半径を
示す情報（例えば図５のコヒーレンスゲート６６）を点線、矢印等で付記し、この情報と
の差異を見比べられる表示様式とするとよい。また、層厚さに関する項目の場合、対応す
る層が特定の方向に整列するように表示させるとよい。或いは、後述するように各層、特
に比較対象とする層をモデル化し、これらモデル化された層について、表示色を変える等
して重ね合わせて表示させてもよい。以上に述べた表示様式に関する情報は、比較対象デ
ータに紐付けされて記憶部１９５に記憶されている。
【００６５】
　上述したステップＳ１０６の表示様式の選択においてＡモードが選択されると、制御部
１９はフローをステップＳ１０７ａに進める。Ａモードでは、表示サイズが実寸法とされ
た断層画像が、比較対象部位である黄班近傍が見比べやすい配置に整列された状態で表示
される。ここで、ＩＤナンバーｘｘｘｘｘＢの断層データに関しては、既に実寸法に対応
した断層画像が生成されている。Ａモードでは比較対象画像も実寸法表示することから、
画像生成部１９２は、比較対象データから実寸法に対応したＩＤナンバーｘｘｘｘｘＡの
断層画像を生成する。ＩＤナンバーｘｘｘｘｘＢ及びＩＤナンバーｘｘｘｘｘＡの実寸法
に対応した断層画像は比較用表示データとして記憶部１９５に記憶される。
【００６６】
　また、黄班近傍の層厚さを見比べやすくするためには、２つの断層画像における黄班が
縦或いは横に整列するように両断層画像の表示位置が調整されることが好ましい。ＩＤナ
ンバーｘｘｘｘｘＡの断層データを比較対象データとして選択することで、この表示位置
（表示様式）に関する紐付けされた情報も比較用表示データの一部として取得される。こ
の比較用表示データは、記憶部１９５により記憶される。本実施例では、この比較用表示
データに基づく画像は、直ちに表示部２０に表示される。このため、算出部１９７は、両
断層画像を表示する際にこれら断層画像における黄班が縦方向に整列するように、画像表
示時における表示部２０における表示位置等の配置を算出する。表示制御部１９６は、記
憶された比較用表示データと算出された表示部２０上で表示位置に関する情報に基づいて
、図８に例示される所定の様式に則った２つの断層画像を表示部２０に表示させる。
【００６７】
　Ｂモードが選択されると、制御部１９はフローをステップＳ１０７ｂに進める。ここで
、Ｂモードは、眼球径の異なる被検眼について、網膜層全体の湾曲の状態を比較すること
に適したモードの例とする。この場合、ＩＤナンバーｘｘｘｘｘＡの断層データに対して
Ｂモードの表示様式に関する情報が紐付けされている。Ｂモードでは、被検眼Ｅの実形状
補正された断層画像と、比較対象データから生成される断層画像とが同じ表示サイズで並
べて表示されるとよい。このように表示することで両被検眼における網膜の湾曲状態が容
易に見比べられる。ステップＳ１０７ｂにおいて、取得部１９１により比較対象テータと
してＩＤナンバーｘｘｘｘｘＡの断層データが取得されると、この表示様式に関する情報
も併せて取得される。算出部１９７は、該表示様式に対応するように、図１０に例示され
る所定の様式に則って２つの断層画像が表示されるように、表示部２０での表示配置を算
出する。また、表示制御部１９６は、その際に表示部２０に対して、２つの断層画像各々
に対してスケールバーを重畳表示させる。なお、ＩＤナンバーｘｘｘｘｘＡの断層データ
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は、このスケールバーに関する情報も併せて記憶部１９５に記憶されている。
【００６８】
　以上の処理を経て表示部２０には２つの断層画像が表示されている。しかし、比較した
いと考える部位等について、現状の表示様式よりも他の表示様式とした方が適切となる場
合も考えられる。或いは、特定の被検眼について、診断すべき内容が複数あって各々の診
断に合わせて表示様式を変更する必要がある場合も考えられる。このような場合、ステッ
プＳ１０８において表示様式の変更の要否が確認される。検者は、ポインティングデバイ
ス２５を用いて、表示様式を変更して更なる表示を行うか否かの指示を入力する。表示変
更の指示を制御部１９が受付けた場合、制御部１９はフローをステップＳ１０６に戻し、
該ステップＳ１０６にて再度表示様式の選択を行う。この場合、比較用画像の選択は行わ
れていないため、検者はポインティングデバイス２５等により表示様式の選択のみを実行
する。以降、現在表示されている両断層画像の正規化された断層データを用いて、ステッ
プＳ１０７ａ或いはステップＳ１０７ｂの処理が実行される。
【００６９】
　ステップＳ１０８にて表示様式の変更を行わないとの指示が入力された場合、制御部１
９はフローをステップＳ１０９に進める。なお、本実施例では検者により表示様式の変更
の要否を入力することとした。しかし、例えば特定の表示様式への変更が予めデフォルト
で設定されており、これら表示様式に則った表示画像が順次表示されるように制御部１９
が表示様式変更の処理を繰り返して実行することとしてもよい。
【００７０】
　ここで、例えば病変の態様を調べた後に、類似する病変を有する他の被検眼の断層画像
を参照して病変の進行具合等を確認したい場合も考えられる。このような場合、次に、ス
テップＳ１０９において、比較対象画像を変更する指示を入力する。具体的には、検者は
さらに他の断層画像を比較対象として表示させるか否かの指示を、ポインティングデバイ
ス２５を用いて制御部１９に入力する。断層画像変更の指示を制御部１９が受付けた場合
、制御部１９はフローをステップＳ１０５に戻し、該ステップＳ１０５にて再度比較対象
画像の取得処理を実行する。以降ステップＳ１０６からステップＳ１０８の処理が繰り返
される。
【００７１】
　ステップＳ１０９にて比較対象画像を変更しないとの指示が入力された場合、制御部１
９はフローをさらに進めて表示処理を終了させる。なお、本実施例では検者により比較対
象画像の変更の要否を入力することとした。しかし、例えば特定の撮影条件或いは患者等
の断層画像が順次取得され、これら断層画像が連続的に表示されるように制御部１９が表
示処理を実行することとしてもよい。
【００７２】
（表示例３）
　以上に述べた表示例では、スケールバーが重畳表示された断層画像、或いは正規化され
た断層データに基づいて生成された断層画像を表示している。ここで、本明細書において
述べる断層画像とは、例えば網膜の各層の像だけでなく、データ取得領域である表示画面
に表示されている領域の画像全てを含む。しかし、ここで述べてきているような被検眼同
士の断層画像の比較では、実際には例えば網膜におけるＲＰＥ（網膜色素上皮）等の特定
の層同士の比較ができればよい場合が多い。ここでは、そのような特定の層に関する情報
を実線によりモデル化し、これを表示する態様について説明する。
【００７３】
　断層画像の取得時において、例えばＢスキャンデータにおいて類似する輝度値のピーク
が走査方向に並ぶ場合、この連続した輝度値のピークは網膜における特定の層に対応して
いる。網膜中には複数の層が存在するが、解剖学的に公知の層と類似する並びようで連続
するピーク値を探索して、断層画像に表示される各層をこれら公知の層と対応付けて特定
する処理をセグメンテーション処理と称する。断層データにはこのセグメンテーション処
理により特定された各層のデータも含まれており、正規化された断層データが生成される
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際にはこの各層に関するデータについても正規化される。
【００７４】
　図１２は、正規化され、且つ実線によってモデル化されたＩＤナンバーｘｘｘｘｘＡの
ＲＰＥの情報とＩＤナンバーｘｘｘｘｘＢのＲＰＥの情報とを重ね合わせて表示している
例を示している。同図においては、正規化された断層データを利用して、実形状補正され
た一方の眼球径に対して他方の眼球径を一致させるように他方の断層データを変換し、変
換された断層データより得たＲＰＥの情報を一方のＲＰＥの情報に重畳している。このよ
うな表示様式を用いることにより、例えばＲＰＥ等の特定の層に関する病変の状態や変化
を、より目視容易な状態で比較することが可能となる。なお、ここでは断層データからセ
グメンテーション処理により層を特定し、該特定された層をモデル化して表示した例につ
いて述べた。しかし、他の被検眼や当該被検眼の以前の断層に関するデータとして、例え
記憶部１９５には上述した断層データが記憶されておらず、特定された層厚のデータ等の
みしか記憶されていないことも有り得る。このような場合、この層厚のデータ等から上述
した断層データを生成し、生成されたデータより正規化された断層データを求め、さらに
これらデータに対して眼球径をそろえる処理を行ってもよい。或いは層厚のデータを直接
正規化し、モデル化した網膜各層の画像を生成してもよい。
【００７５】
（表示例４）
　例えば病的近視等、眼球の変形の程度を確認することで被検眼の状態を知りたい場合が
ある。このような場合、被検眼の眼球径（眼球或いは網膜の曲率半径）により定まる円弧
と湾曲した網膜とを比較することで、網膜の湾曲の程度、即ち眼球の変形の程度を確認す
ることができる。本表示例では実形状補正後の断層画像に対して、正規化された断層デー
タに基づいて生成された眼球径から求めた円弧を重畳表示している。図１３（ａ）～１３
（ｃ）は本表示例を示すものであって、各断層画像において眼球径から求めた円弧を点線
にて表示する例を示している。なお、Ａスキャンデータにおける例えばピーク値を示す輝
度の変化が急峻か否かに応じて実線の太さを変える等、特定された層に関する情報が認識
できるよう断層データをモデル化してもよい。図に示す断層画像にはこのような処理が施
されており、これにより各層の目視による比較がより容易となる。
【００７６】
　ここで、図１３（ａ）は例えばＩＤナンバーｘｘｘｘｘＡについての断層画像の表示例
であり、図１３（ｂ）はＩＤナンバーｘｘｘｘｘＢについての断層画像の表示例である。
例えば、これら異なるＩＤナンバーの被検眼について眼底の湾曲状態を比較しようとした
場合、単純にこれら画像を並べて表示しても、例えば何れの被検眼の湾曲のほうが大きい
かは容易に判別できない。そこで、正規化された断層データを利用して、ＩＤナンバーｘ
ｘｘｘｘＡの眼球径をＩＤナンバーｘｘｘｘｘＢの眼球径に合わせるように極座標での拡
大或いは縮小の変換を行う。また、この変換に合わせて断層データの配置も拡大或いは縮
小後の極座標上に配置する変換を行ない、さらに変換後の断層データにより生成した断層
画像を表示する。即ち、網膜層の曲率半径について、一方の断層データを他方の断層デー
タに合わせる変換を行う。変換後の眼球径及びこれが重畳表示された生成された断層画像
を図１３（ｃ）に示す。図１３（ｂ）に示す断層画像と図１３（ｃ）に示す断層画像とを
並べて表示することにより、これら被検眼の湾曲の度合い等が目視によって容易に比較す
ることができる。なお、この場合、例えば表示されている眼球の半径も数値として円弧に
併せて重畳表示してもよい。また、断層画像を表示する際の表示パラメータとして、ここ
では曲率半径に着目してこれを一致させる場合について例示している。しかし、一致させ
る表示パラメータはこれに限定されず、特定の層についての曲率半径、病変部の大きさ、
特定の層の厚さ等これらを変更可能な、倍率、アスペクト比、極座標の表示径等、比較項
目に応じて、適宜選択し、変更することができる。
【００７７】
（表示例５）
　眼軸長が延伸した被検眼の眼底では、脈絡膜層等の菲薄化が観察される場合がある。し
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かし、単一の断層画像から菲薄化の程度を知ることは困難であり、診断を容易とするため
には比較対象データから得た断層画像と並べて表示することが望ましい。その際、このよ
うな断層画像として、例えば健康な他眼との比較が行えれば、菲薄化の発生の有無からそ
の程度の把握まで可能となる。図１４は、このように脈絡膜層の菲薄化の程度の把握を目
的として、検査対象の断層画像と比較対象の断層画像とを並べて表示している場合を示し
ている。
【００７８】
　本実施例では、ＩＤナンバーｘｘｘｘｘＡの眼球径をＩＤナンバーｘｘｘｘｘＢの眼球
径に合わせる変換を行い、併せて断層データも変換し、さらに変換後の断層データにより
生成した断層画像を表示する。また、同時に、例えば上述したポインティングデバイス２
５等により、菲薄化の程度を知りたい層の指定を行う。表示制御部１９６は層の指定に応
じて、得られている正規化された断層データに基づいて層厚を求め、且つ２つの断層画像
において指定された層及び部位に対して例えば線分等の計測位置を示すマーカと寸法線と
を重畳表示させる。また、本実施例ではこれら断層画像を横方向に並べて配置し、寸法線
によりマーカの上下端を比較できるように破線等により厚さを把握できる補助マーカも表
示させる。以上の表示態様とすることにより、任意の層における菲薄化の程度を把握する
ことが容易となる。
【００７９】
（その他の表示例）
　以上に述べた表示例では、図１２に示した表示例の場合を除き、特定の断層画像と比較
対象画像とを並べて表示することとしている。しかし、上述した他の表示例のように２つ
の断層画像を並べて表示した表示様式を、図１２でも述べたようにモデル化して表示する
様式としてもよく、或いはモデル化された画像を互いに重畳表示してもよい。この場合、
断層データにおいてセグメンテーション処理等によって任意の層を特定し、これら層の形
状の相違を比較容易とするために、任意の層を線等によってモデル化するとよい。また、
さらに、一方の断層データから得た線に対して他方の断層データから得た線を例えば表示
色を変える等して重畳表示してもよい。また、網膜に関しては例えばアスペクト補正をあ
えて行わない、或いは縦横比をさらに大きくする等した方がより相違点の認識が容易な場
合も考えられる。この場合、正規化された断層データに基づいて縦横の寸法を一致させた
後、意図したアスペクト比の画像となるようにアスペクト補正を行うとよい。
【００８０】
　ここで、黄班等の検査において、例えばその窪みの程度の比較が求められる場合がある
。通常、断層画像において網膜表面に対する窪みのない曲線のフィッティングを行い、当
該曲線と実際の網膜表面を現す線とに囲まれた領域の面積からこの窪みの程度を求めてい
る。また、立体として、網膜表面に対して窪みのない曲面をフィッティングし、これと網
膜表面とに囲まれる空間の体積からこれを求める場合もある。例えば、断層データを正規
化した後にこれら処理を行うことにより、実寸、実面積として黄班の窪みの程度等を表示
し、目視による感覚的な比較だけでなく、数値として比較することが可能となる。表示す
る断層画像にこのような情報を付加することにより、検者はより多くの情報を参照しなが
ら被検眼の状態比較を行うことができる。
【００８１】
　また、上述した表示例では、正規化した断層データを生成する際に例えばセグメンテー
ションの結果等にもこれを反映させ、各層についても正規化されたデータを生成すること
としている。そして、表示に際して、これら正規化されている各データから所望の表示様
式を用いて表示する画像の生成を行っている。しかし、例えば正規化していない断層デー
タに基づいて、比較対象画像を生成しようとする場合も考えられる。この場合、例えば表
示したい画像が特定の層をモデル化した画像である場合、セグメンテーション等の結果得
られたモデル（線像）に対して正規化処理を施して表示画像を得ることとしてもよい。断
層データを全て正規化する場合と比較して、このような手順とすることにより画像表示に
要する時間が短縮される。
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【００８２】
　上述したように、被検眼の経過観察を行う際には、例えば新たに取得した断層画像と過
去に取得した同一部位の断層画像との比較が一般的には行われる。この画像比較は、新た
に取得した断層画像と過去に取得され且つ記憶されている断層画像とを同時に表示するこ
とで行われる。このような手法によれば、比較する２つの断層画像から対応箇所を把握す
ることが容易であり、経過観察に非常に有用である。本発明によれば、変化の程度が大き
く例えば眼球径等に変化がある、或いは眼底の一部が大きく変形等した場合であっても、
これらを実寸に基づいて比較することができる。また、ＯＣＴ装置で撮影された断層画像
において、異なる被検眼の実際の形状に合わせて網膜各層を画像化できることとなり、緑
内障や病的近視などの疾病の進行度や治療後の回復具合を定量的に診断することができる
。即ち、疾患形状や寸法などの網膜形状を定量的に観察することが可能となる。
【００８３】
　以上の実施例において例示したように、本発明に係る画像処理装置は、取得部１９１（
断層データ取得手段及び比較データ取得手段）及び画像生成部１９２（生成手段）を備え
る。取得部１９１は、断層データ取得手段として、被検眼Ｅの眼底Ｅｒに例示される被検
査物の正規化された断層データを取得する。この場合、正規化された断層データは、ＯＣ
Ｔ装置１００により取得されたものを正規化してもよいし、予め記憶部１９５等に記憶さ
れた正規化された断層データを取得してもよい。また、予め記憶部１９５等に記憶された
断層データを取得し、これを正規化して取得してもよい。取得部１９１は、さらに比較デ
ータ取得手段として、取得された断層データと比較するための正規化された比較対象デー
タを記憶部１９５等から取得する。なお、この場合、取得部１９１が比較対象データとし
て正規化されていない断層データを取得し、これを正規化部１９３で正規化させた後のデ
ータを取得することとしてもよい。
【００８４】
　画像生成部１９２は、生成手段として、取得部１９１により取得された正規化された断
層データ及び比較対象データを用いて、各々より比較用表示データを生成する。その際に
、比較対象データは、上述したように、例えば被検眼Ｅにおける黄班等の特定の部位、被
検眼Ｅの網膜の曲率半径、ＲＰＥ等の特定の層の層厚さ等に関連して規定される比較項目
に応じて選択される。取得した断層データ及び比較対象データより生成する画像は、この
比較項目に応じて比較に適した表示様式にて表示されることが望ましい。そこで、画像生
成部１９２は、比較項目に応じて、予め記憶部１９５に記憶されている比較に適した表示
様式で両データより生成する画像が表示部２０に表示されるように、この表示様式に関す
る情報を上述した比較用表示データに付与する。なお、上述した実施例では、生成され且
つ表示される画像は２つであったが、それ以上の画像が対象となってもよい。また、比較
用表示データは常に表示部２０に表示されることを要さず、比較用表示データとして撮影
された被検眼の断層データに紐付けして保存してもよい。また、上述した実施例では、比
較する画像を表示する態様について述べているが、差異を比較することが可能な画像のた
めの比較用表示データを生成する構成も本発明の一態様となる。
【００８５】
　画像生成部１９２は、例えば表示例３で述べたように、断層画像と比較用の断層画像の
生成に際して、断層画像をそのまま表示するのではなく、断層データを用いて生成した、
線分等によってモデル化した画像を表示してもよい。この場合、断層データは断層画像に
含まれる層の境界を示す情報を含み、モデル化した画像は、上述したように被検眼Ｅにお
いてモデル化した層境界を太線等により強調することで得られる。また、少なくとも２つ
の画像を比較用として生成する場合に、画像生成部は、例えば表示例４で述べたように、
一方の被検眼の網膜等の曲率半径に対して他方の被検眼の網膜等の断層画像の曲率半径を
合わせるとよい。このように、比較用画像の表示様式は、表示時に比較される側の断層画
像の任意の層の曲率半径に対して、当該比較用画像の任意の層の曲率半径を合わせるよう
に変更するとよい。なお、一方の断層画像における網膜の曲率半径の補正は、補正する表
示パラメータの一例である。例えば特定の層の厚さを一致させる場合には、一方の画像の
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厚さ方向の表示倍率を変更するとよい。これにより例えば他の層の菲薄化等が目視により
把握できる。即ち、比較用表示データにおける表示様式として、一方の画像における表示
パラメータの少なくとも１つを、他方の画像における対応する表示パラメータと合わせて
得た画像を表示してもよい。
【００８６】
　また、画像生成部１９２は、被検眼Ｅにおける任意の層にフィッティングされた曲率半
径を示す表示形態を重ねた画像を生成してもよい。この場合、このように断層画像の表示
様式を変更する情報を、変更予定の比較用表示データに付与し、表示時にこのデータを参
照して表示画像を生成すればよい。このようなフィッティング曲線を断層画像に重畳表示
することにより、例えば黄班の窪みの大きさ等を目視により感覚的に得ることができる。
また、画像生成部１９２は、表示例３に示したように、比較用表示データより各々生成さ
れる断層画像（この例ではモデル化された断層画像）を重ねた画像を生成してもよい。こ
の場合、比較対象となる断層画像が元の断層画像に重畳されるように、その表示位置を変
更する情報を比較用表示データに付与するとよい。さらに画像生成部１９２は、断層デー
タを用いて生成した画像の表示画面におけるアスペクト比を変更した画像を生成してもよ
い。例えば網膜の厚さ方向を径方向に対して拡大した画像とすることにより、網膜におけ
る各層間の相違を詳細に観察することができる。この場合、表示様式においてアスペクト
比を変更する情報が、比較用表示データに付与されていればよい。
【００８７】
　表示制御部１９６（表示制御手段）は、上述した表示様式等に関して比較用表示データ
に付与された情報を用いて、比較用表示データを用いて生成された断層画像及び比較用断
層画像等を表示手段である表示部２０に表示させる。表示制御部１９６は、この比較用表
示データに付与された情報に応じて、例えば図８或いは９に例示したように、被検眼Ｅに
おける黄班等、特定の部位が任意の方向で整列するように、これら画像を表示部２０に表
示させる。この場合、表示制御部１９６は、さらに図１０等に例示した、断層データを用
いて生成された、断層画像における実寸法を表すスケールバーを表示部２０に表示させて
もよい。この場合、このスケールバーは、比較用表示データを用いて生成された断層画像
に重畳して表示されるとよい。
【００８８】
　なお、上述した実施例において、画像生成部１９２はさらに、複数の表示形態から比較
項目に応じた表示様式を選択する選択手段としての表示様式選択部１９８をさらに備える
。より詳細には、本実施例では、表示様式選択部１９８は、比較対象となる断層データ（
比較対象データ）を選択する際に、合わせて考慮される比較項目に対応して、予め記憶部
１９５に記憶されている表示様式を選択する。また、例えば断層画像及び比較対象となる
断層画像を実寸法で表示する表示様式の場合、一方の断層画像が表示部２０における表示
画面からはみ出す部分が生じることも起こり得る。このように、正規化された断層データ
を用いて生成した断層画像が表示部２０における画像の表示画面をはみ出した領域を含む
場合、画像生成部１９２はこのはみ出した領域を削除して表示用の画像を生成するとよい
。
【００８９】
　また、上述したように、正規化された断層データは、ＯＣＴ装置１００により取得した
断層データ、或いは記憶部１９５から取得した断層データから生成して、これを取得する
こととしてもよい。この場合、測定光を用いて被検眼Ｅを光干渉断層撮影することで得ら
れた断層データを極座標に配置するとともに、得られた断層データのデータ配置のアスペ
クト比を補正することで、正規化された断層データが得られる。また、上述した正規化さ
れた比較対象データも同様の手順により生成できる。この正規化された断層データの生成
は、本実施例において正規化手段を構成する上述した正規化部１９３により行われる。
【００９０】
　なお、上述した実施例では、ＯＣＴ装置１００として、ＳＬＤを光源として用いたスペ
クトラルドメインＯＣＴ（ＳＤ－ＯＣＴ）装置について述べたが、本発明によるＯＣＴ装
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置の構成はこれに限られない。例えば、出射光の波長を掃引することができる波長掃引光
源を用いた波長掃引型ＯＣＴ（ＳＳ－ＯＣＴ）装置等の他の任意の種類のＯＣＴ装置にも
本発明を適用することができる。
【００９１】
　また、本実施例では、分割手段としてカプラを使用したファイバー光学系を用いている
が、コリメータとビームスプリッタを使用した空間光学系を用いてもよい。また、撮影装
置１０００の構成は、上述した構成に限られず、撮影装置１０００に含まれる構成の一部
を撮影装置１０００と別体の構成としてもよい。
【００９２】
　また、本実施例では、ＯＣＴ装置の干渉光学系としてマイケルソン干渉計の構成を用い
ているが、干渉光学系の構成はこれに限られない。例えば、ＯＣＴ装置の干渉光学系はマ
ッハツェンダー干渉計の構成を有していてもよい。
【００９３】
　さらに、上述した実施例では、被検査物として被検眼の眼底（網膜）を用いた場合を例
示しているが、被検査物はこれに限定されない。検査の対象は、内部に屈折要素を包含す
る対象物の内に存在する被検査物であれば任意のものであってよい。
【００９４】
（その他の実施例）
　本発明は、上述の実施例の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記
憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおけ
る１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また
、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【００９５】
　以上、実施例を参照して本発明について説明したが、本発明は上述した実施例に限定さ
れるものではない。本発明の趣旨に反しない範囲で変更された発明、及び本発明と均等な
発明も本発明に含まれる。また、上述の各実施例及び変形例は、本発明の趣旨に反しない
範囲で適宜組み合わせることができる。
【符号の説明】
【００９６】
１９：制御部、　２０、表示部、　１９１：取得部、　１９２：画像生成部、　１９３：
正規化部、　１９６：表示制御部、　１９７：算出部、　１９８：表示様式選択部、　１
００：ＯＣＴ装置、　１０００：撮像装置
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